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１．はじめに  

○ 我が国における電子書籍の利活用の推進に向けた検討を行うため、平成 22 年

3 月、「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇

談会（以下、「懇談会」）」（総務省、文部科学省、経済産業省の三省合同開催）が

設置され、同年 6月に報告が取りまとめられた。 

○ 当該報告において、①「知の拡大再生産」の実現、②オープン型電子出版環境

の実現、③「知のインフラ」へのアクセス環境の整備、④利用者の安心、安全の

確保、を実現していくための具体的施策が示されており、それぞれの取組につい

ては、関係者の参画を得た上で、その合意を図るとともに、スピード感を持って

進めることが必要であるとされている。 

○ 上記を受け、総務省においては、EPUB 日本語拡張仕様や電子書籍交換フォー

マットの策定に関する取組等が進められているとともに、経済産業省においては、

電子出版物の契約の円滑化に関する取組等が進められるなど、電子書籍の利活用

の推進に向けた積極的な取組が進められている。こうした中、文部科学省として

取り組むべき具体的な施策の実現に向けた検討を進めることを目的として、平成

22 年 11 月、本検討会議が設置された。 

 

○ 本検討会議では、著作者、出版関係者、図書館関係者、配信事業者、有識者等

の関係者が集まり、 

①デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関す

る事項 

②出版物の権利処理の円滑化に関する事項 

③出版者への権利付与に関する事項 

の各検討事項について合計 14 回にわたる精力的な検討が重ねられた。今般、当

該検討の結果が取りまとめられたので、その内容を公表することとする。 

２．国内の電子書籍をめぐる状況について  

［１］国内の出版市場について 

○ 近年、我が国の出版市場においては、出版物の販売金額、販売部数は漸次的な

減尐傾向にある。出版物（書籍・雑誌合計）の推定販売金額は、ピーク時である

1996 年は約 2.6 兆円であったが、2010 年は約 1.8 兆円となっている。 
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図１ 出版物の推定販売金額 

（出版科学研究所「出版指標 年表 2011」に基づき作成。） 

［２］国内の電子書籍市場について 

○ 我が国の電子書籍1市場は、従来、コミックを中心とした携帯電話端末向けの

配信を中心に伸びてきた2ところであるが、今後については、新たに業界に参入

する国内事業者等による新たなプラットフォーム向けサービスの供給3等の電子

書籍関連サービスの多様化や、文芸や実用書等のラインナップの拡大等の電子書

籍コンテンツの充実等を通じて、その更なる発展が期待されるところである。 

○ この点については、現状、電子書籍市場の規模は、出版市場全体の３％程度に

過ぎないものの、2001年度の４億円から2010年度の650億円（対前年比113.2％）

へと急成長しており、2013 年度には 1,000 億円を、2015 年度には 2,000 億円を

超える見込み4となっている。 

                                                   
1  「電子書籍ビジネス調査報告書 2011」（インプレスＲ＆Ｄ）においては電子書籍を「書籍に近似した著作権管理

のされたデジタルコンテンツとし、電子新聞や電子雑誌など定期発行を前提としたもの、教育図書、企業向け情報

提供、ゲーム性の高いものは含まない」としているが、本報告における「電子書籍」についても、こうした定義と

概ね同義のものである。 
2  2010 年度の電子書籍市場において、携帯電話向けの電子書籍市場は全体の 88%を占め、そのコンテンツについ

ては、コミックが 86%を占めている。（図 2 及び図 3 参照） 
3  今後、スマートフォン、タブレット端末、電子ブックリーダーといった新たなプラットフォーム向けの電子書籍

市場が拡大する見込みとなっている。（図 2 参照） 
4  図 2 参照。なお、電子書籍市場の規模については、日本国内のユーザーによる電子書籍の購入金額の合計である。 
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図２ 電子書籍市場の規模 

（出典：「電子書籍ビジネス調査報告書 2011」（インプレス R＆D）） 
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図３ 各利用プラットフォームの消費コンテンツの内訳（２０１０年度） 

（「電子書籍ビジネス調査報告書 2011」（インプレス R&D）に基づき作成。） 
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第１章 検討事項①「デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共

サービスの在り方に関する事項」 

１．基本的な考え方 

○ 我が国において、デジタル・ネットワーク社会における知の拡大再生産の一層

の実現を図るためには、デジタル・ネットワーク社会の特徴を生かしつつ、知の

集積とその活用を推進することにより、広く国民が出版物にアクセスできる環境

の整備を図ることが重要な課題となっている。 

○ このような中で、従来から知の集積とその利活用を推進している図書館の果た

す役割は今後更に重要になってくると思われる。特に所蔵資料のデジタル化を積

極的に進めている国立国会図書館（以下、「国会図書館」という。）のサービスの

在り方の検討は緊急の課題であり、早期に実現すべきものと中長期的に検討を進

める課題とに整理した上で戦略的に取り組むことが必要である。 

○ しかしながら、国民のアクセス環境の整備にあたっては、我が国の豊かな出版

文化が衰退するようなことがあってはならず、図書館と民間の適切な役割分担を

踏まえた上で、その環境整備を連携して行うことが重要である。 

２．国会図書館が担うべき役割について 

[１] 国会図書館の所蔵資料のデジタル化の現状と検討の前提 

○ 平成 21 年の著作権法一部改正により国会図書館においては、所蔵資料の原本

が利用されることによる当該原本の滅失・損傷等を避けるため、著作権者等の許

諾を得ることなく、納本後直ちに当該資料のデジタル化を行うことが可能となっ

た。現在、平成 21 年度補正予算による予算措置等によりデジタル化対象資料(古

典籍、国内図書、国内刊行雑誌等)のうち、約 210 万冊のデジタル化が実施され

ている。 

○ この点については、平成 21 年～23 年度までは、「媒体変換基本計画」に基づ

き所蔵資料のデジタル化を実施することとされており、当該基本計画においては、

早期のデジタル化が必要となる昭和前期刊行図書や雑誌等を中心としてデジタ

ル化が実施されることが定められている。国会図書館としては、納入されたレコ

ードや映像フィルム等のデジタル化については、今後、関係者との協議によるこ

ととしている。 
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○ 本検討会議においては、上記の現状を踏まえ、 

ⅰ）納本された紙媒体の出版物に係るデジタル化資料5の利活用によりサービス

を提供すること 

ⅱ）サービスの実施にあたっては、原則として現状どおり画像ファイルを用いた

サービスを提供すること 

ⅲ）サービスの実施にあたっては、原則として権利者の許諾を得て、デジタル化

資料の利活用を行うこと 

を前提とした上で、検討を実施した。 

デジタル化実施分

国内図書 （1969年～）

国内刊行雑誌

博士論文
 約14万冊

(1991～
2001年)

官　　報 1883～1952年

　約101万冊（～2000年）

平成

約7万冊

古典籍

約88万冊
（～1968年）

1990 1995 2000

江戸期以前 明治 大正 昭和戦前 昭和戦後

1960 1965 1970 1975 1980 1985  1920 1930  1940 1945 1950 19551860 1870 1880 1890 1900 1910

○ 国内図書については、約８８万冊のデジタル化を実施。（所蔵国内図書約４２７万冊の約1/5）

○ 国内刊行雑誌については、約１０１万冊（約12,700タイトル）のデジタル化を実施。（所蔵国内刊行雑誌約４５５万冊の約1/5）

○ 全てのデジタル化対象資料（古典籍、国内図書、国内刊行雑誌及び博士論文）のうち、約２１０万冊のデジタル化を実施。

（所蔵デジタル化対象資料約９５０万冊の約1/5）

図１ 国会図書館における所蔵資料のデジタル化資料の状況（平成 23 年 11 月） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 本報告においては、国会図書館に納本された紙媒体の出版物について、当該図書館が独自にデジタ

ル化を行ったものを「デジタル化資料」と表記している。 



- 6 - 

 

[２] 国会図書館からの送信サービスについて 

（１）送信サービスの実施について 

○ 送信サービスの実施について、 

ⅰ）   国会図書館からの送信サービスについては、デジタル化資料の利活用方法の

一環として、一定の条件の下に実施すること 

ⅱ）電子書籍市場に対してその形成、発展を阻害しないことや、著作者、出版者

の利益を不当に害さないことに留意をして行うこと 

ⅲ）送信サービスの将来のあるべき姿を十分に見据えた上で、関係者の合意を踏

まえ、可能な範囲から早急にサービスを実施するなど戦略的な取組が重要で

あること 

 の３点について、意見の一致が見られた。 

○ 送信サービスの実施は国民の知のアクセスの向上や、情報アクセスの地域間格

差の解消など、その国民生活に対する知的インフラとしての意義、重要性は大き

いものであることを踏まえると、全ての国民が等しく利用できることが重要であ

り、特に障害者や高齢者へのアクセシビリティについても十分に配慮されること

が望ましい。 

○ また、送信サービスの実施により、国会図書館の所蔵資料が国会図書館以外の

場所において閲覧できることは、当該出版物や関係する内容を持つ出版物に対す

る興味や関心を喚起することにつながるとともに、国会図書館が送信サービスに

おける各出版物の利用の頻度等のデータを出版者等に提供することで、利用者の

各出版物に対する需要を出版者等が把握できるようになり、相当期間重版されて

いなかった出版物が再版され、新たに市場に提供されるようになるなど出版市場

の活性化につながるといった意見もあった。 

（２）送信サービスの具体的な在り方について 

○ 国会図書館が保有するデジタル化資料は、我が国の重要な知の集積であり、当

該資料の利活用にあたっては、例えば、各家庭への送信や公立図書館等への送信

など様々なサービスの在り方が想定されうる。 
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【国会図書館から送信先等を限定しない送信サービスの実施について】 

○ 送信サービスの在り方を検討するにあたっては、全ての国民が便利に利用でき

るよう国会図書館のデジタル化資料の利活用を図ることが重要であり、実施され

るサービスについては高い利便性を有することが求められる。 

○ この点については、国会図書館のデジタル化資料を各家庭等まで送信すること

が実現できれば、送信サービスの利便性は極めて高いものになる。 

【国会図書館から各家庭等までの送信サービスの実施にあたっての課題】 

○ 国会図書館から各家庭等までの送信を行うことは、著作権法上の「公衆送信」

に該当するため、権利者の許諾が必要となる。このため、関係者間の協議等によ

り許諾に係る条件（サービスの対象となる出版物の範囲、利用方法、料金、テキ

スト化の是非）を取り決めた上で、最終的には、個々の著作者、出版者と契約を

結び、各家庭等の端末に対して送信を行うこととなる。 

○ 実際のサービスの実施にあたっては、具体的条件、適切な対価の徴収、分配の

仕組みなどの諸課題を解決することが必要であり、例えば許諾契約の締結を円滑

に進めるためには徴収した料金の分配を円滑に行うことが必要である。このため

には、集中的な権利処理を実施する仕組みを整備することが必要であると考えら

れ、その実現のためには著作者と出版者が協力して検討することが必要である。

なお、こうした取組については、文化庁をはじめとした関係府省が連携を図った

上で、支援をすることが重要である。 

 

○ さらに、本サービスの実施は民間サービスとの競合問題を引き起こすことが想

定されることとともに、そもそも国会図書館が有料サービスを行うことの是非な

どの様々な課題について解決することが必要である。 

○ 以上のことから、国会図書館のデジタル化資料を各家庭等まで送信することに

ついては解決するべき課題が多く、関係者間において協議を行う必要があるため、

サービスの実施までに相当の期間を要することが想定される。 
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【国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施について】 

○ 一方、①送信先、②対象出版物の範囲、③利用方法を限定した上で送信サービ

スを実施することについては、各家庭等までの送信に比べて、早期に権利者、出

版者の合意を得ることが可能であると想定される。 

① 国会図書館からの送信先の限定について 

○ 国会図書館からの送信サービスは国民生活における情報に係る知的インフラ

としての性格を有するものであり、より多くの国民が当該サービスを利用できる

ような環境を整備することが望まれる。 

○ 地域の公立図書館については、社会教育上重要な機能を有する施設であり、情

報管理に係る一定の体制が整備されていることや、誰もが無料で図書館を利用す

ることが可能であることから、当該図書館を国民のアクセスポイントとして設定

することは有益であると考えられる。この点、公立図書館が設置されていない自

治体が一定程度存在するなどの問題はありながらも、国民の「知のアクセス」の

向上、情報アクセスに係る地域間格差の解消につながる点において意義深いもの

である。 

○ また、大学図書館のような教育・研究機関の図書館については、例えば、日本

古典文学を研究する学生等が大学の図書館で、国会図書館にしか所蔵されていな

い希尐な出版物を用いた研究が可能となるなどその利点は大きく、送信サービス

の受け手として考えられるべきである。さらに、高校生等による探求型学習等に

おける送信サービスの利用が想定されることから、学校図書館についても対象と

すべきではないかとの意見があった。 

○ なお、上記の他にも、図書館法（昭和２５年法律第１４８号）第２条に定めら

れている私立図書館などもあり、公立図書館や大学図書館等の各図書館において

は設置趣旨や目的等に相違点も存在するため、全ての図書館を一律に同等と見做

すことは適当ではないと思われる。 

○ 具体的な送信先を定める際には、上記の点を考慮するとともに、③で示されて

いるデジタル化資料の複製が適切に管理されることが必要であることから、著作

権法第３１条の適用がある図書館等の範囲を参照した上で整理することが必要

である。 
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② 国会図書館からの送信サービスに係る対象出版物の限定について 

○ 対象出版物の範囲を定めるにあたっては、電子書籍市場の形成、発展の阻害や

著作者、出版者の利益を不当に害することのないよう留意することが前提であり、

基本的には相当期間重版していないものであるとともに、電子書籍として配信さ

れていないなど、一般的に図書館において購入が困難である「市場における入手

が困難な出版物」等とすることが適当である。 

○ 具体的に「市場における入手が困難な出版物」の範囲を定めるにあたっては、

著作権法第３１条第１項第３号に規定されている「入手することが困難な図書館

資料」に係る考え方などを参照した上で整理することが必要である。 

○ また、この他にも、学術文献等の著作者が送信サービスにおける利用に前向き

な場合が多いと考えられることを踏まえると、学術関連の出版物や公的機関等の

調査研究報告書のような広く一般的に活用されるべきものを優先的に対象とす

るべきであると考えられる。 

 

③ 国会図書館からの送信データの利用方法の限定について 

○ 国会図書館から地域の公立図書館等に対して送信されたデータの利用方法に

ついては、送信サービスの実施が電子書籍市場の形成、発展の阻害や著作者、出

版者の利益を不当に害することのないよう留意することを前提としながらも、送

信サービスの利用者の利便性を可能な限り高めることが重要であると考えられ

る。この点について、具体的には、ⅰ）出版物の所蔵冊数を超える同時閲覧の可

否及び、ⅱ）送信先におけるプリントアウト等の複製の可否について、検討が進

められた。 

○ ⅰ）については、同時閲覧に係る制限を設けた場合、デジタル化の利点を生か

しきれたサービスにはならないことから、同時閲覧に係る特段の制限をしないこ

とが考えられる。 

○ ⅱ）については、送信先において対象出版物の複製を可能とした場合、当該出

版物の需要に一定程度の影響を与える可能性があり、問題であるとの指摘があっ

た。一方、利用者からのプリントアウトに係る要望があるものと想定されること

から、これを認めてもいいのではないかとの意見もあった。 
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○ この点については、送信サービスの対象出版物の範囲が絶版等市場において入

手することが困難なものに限定されていることから、著作権法第３１条第１項第

１号と同様に複製目的や分量を制限するとともに、ルールに則った運用が担保で

きる公立図書館等における実施に限定されるという条件の下であれば、プリント

アウトを認めることは適当である。 

 

④ 国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施に係る著作権法上の対応について 

○ 国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施については、

データの利用方法等に一定の制限が課されているなど、電子書籍市場の形成、発

展や、著作者、出版者の利益に十分に配慮しているものであり、早期のサービス

の実現が期待されるものである。 

 

○ また、送信サービスがⅰ）公共的な情報に係るインフラとしての性格を有する

こと、ⅱ）利用者からサービスに係る対価を徴収しないこと、ⅲ）送信先、対

象出版物等について制限されたものであり、サービスの実施が著作者、出版者

の利益を不当に害するものではないと考えられることを踏まえれば、著作権者

へ対価を支払うことの必要性は高くないものと考えられる。 

○ こうしたことから、上記の①～③において示された内容、条件が法令等によっ

て適切に担保されるのであれば、当該サービスの実施にあたり、権利制限規定

の創設により対応することが適当である。 

○ さらに、権利が制限された場合においても、送信対象となる出版物の著作権者

等の求めがあった場合には当該出版物を送信サービスの対象から除外する方式

を導入することも考えられ、その場合の要件、手続等については整理が必要であ

る。 

○ なお、当該権利制限規定の具体的な規定ぶりなどについては、国際条約との関

係にも留意した上で別途検討されることが必要であるとともに、法令等の実際上

の運用にあたっての送信データの利用方法や対象出版物に係る基準等の整備に

ついては関係者間による協議が行われることが必要である。 
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（３）まとめ  

○ 国会図書館のデジタル化資料を各家庭等まで送信することについては、国民生

活に与える利便性は非常に大きいものの、このようなサービスの実施にあたって

は原則として、権利者の許諾が必要となるものであるとともに、関係者間の協議

を経て、一定の仕組みを整備することが必要であり、その実現には相当な期間が

必要である。 

○ したがって、まず、早期の実施を目指し、その為の第一段階として、公立図書

館等までの送信等を行うことにより国民の「知のアクセス」の向上、情報アクセ

スの地域間格差の解消を図った上で、中長期的な課題として更なる利便性の向上

を見据えた検討を実施し実現を目指すことが適当である。 

○ また、送信先等を限定した上での送信サービスの実施については、権利制限規

定の創設等により実現したとしても著作者、出版者の利益を不当に害することに

はならず、むしろ国民の出版物へのアクセスに係る環境整備が進むことになると

ともに、様々な出版物に対する新たな需要が喚起され、それに伴う今後の電子書

籍市場の活性化につながることが期待されることから、早期に実現されることが

適当である。 

 

[３]国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスについて 

（１）本文検索サービスの実施について 

○ 本文検索サービスの実施について、 

ⅰ）  国会図書館の検索サービスについて更なる利用者の利便性の向上を図るた

め、本文検索サービスの提供が必要であること 

ⅱ）  本文検索サービスの提供は、利用者が意図する検索結果への到達が容易と

なり、書籍等の検索における利便性がより高まることから、国民の出版物

に対する新しいニーズの発掘に資する面もあること 

の２点について、意見の一致が見られた。 

 

（２）本文検索サービスに係るテキスト化の方法や検索結果の表示等に関する在り方について 

① テキスト化の方法について 

○ 現在、国会図書館において進められている所蔵資料のデジタル化については関

係者間の合意に基づき画像ファイル形式で実施されている。この点、国会図書館

が本文検索サービスを実施するためには、所蔵資料をテキスト化することが必要

となる。 
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○ その場合、画像ファイル形式のデジタル化資料をＯＣＲ等による処理によりテ

キスト化する行為、さらには、テキスト化されたデータを検索のために利用する

行為が著作権法において許諾が必要となる行為か否かについては十分な整理が

必要であるが、本文検索を実施するために書籍等の本文を利用するためだけのテ

キスト化であれば、著作者、出版者の利益を不当に害することにはならない。 

 

② 検索結果の表示について 

○ 検索結果の表示については、利用者が求める情報を確実に入手できるよう工夫

をすることが重要であるが、その表示方法によっては著作権が働く可能性があり、

こうした可能性について留意することが必要である。 

○ 上記については、書誌事項や検索された言葉の出現頻度にとどまれば、著作権

法上の問題は生じないと考えられる。一方、検索結果の表示において検索された

言葉を含む数行程度のスニペット表示を実施する場合については利便性は高い

ものの、その表示は著作物の利用となる可能性があり、著作権法上の取扱いにつ

いて検討することが必要である。 

○ また、１行程度のスニペット表示であれば、著作物の利用とは考えられず、著

作権者の許諾は必要がない場合が多いと考えられる。ただし、１行程度の表示で

あっても、例えば辞書、辞典類、又は俳句などの短文を集めた出版物等について

はその利用目的を達してしまうことなどが想定されることなどから、検索対象と

なる出版物の選定については、細心の注意を要するものである。 

○ このように検索結果の表示について、書誌事項や検索された用語の出現頻度に

留めるか、一定程度のスニペット表示を行うかなどについては、表示の在り方以

外の本サービスの具体的な在り方も含め、関係者による合意形成を図ることが重

要であると考えられる。また、この点に関する制度改正の必要性等については関

係者間の協議結果を踏まえた上で、別途検討されることが必要である。 

 

[４]デジタル化資料の民間事業者等への提供について 

（１）デジタル化資料の民間事業者等への提供について 

○ 国民の「知のアクセス」の更なる向上のためには、著作者、出版者の許諾を前

提とした上で、電子書籍サービスを実施する民間事業者等へのデジタル化資料の

提供を行うことは重要である。 
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○ この点、従来から、紙媒体の出版物については出版者などが国会図書館の所蔵

資料をもとにして復刻版などを作成する場合には、権利者の許諾を前提として有

償で資料の提供は実施されていることを踏まえると、国会図書館におけるデジタ

ル化資料の民間事業者等への提供についても適切な仕組みを定めた上で実施さ

れるべきである。 

 

（２）提供のための環境整備について 

○ 民間事業者等への提供にあたり、事業者側において各出版物に係る許諾を個別

に得ることについては、特に、過去の出版物等について権利者に係る情報が不明

の場合が多いため、円滑な実施が困難であると考えられる。この点については、

何らかの権利処理を円滑に行うための仕組みの構築など簡易、迅速な方法により

許諾を得ることが可能な方法等の導入が必要である。 

○  上記の他にも、デジタル化資料を活用した新たなビジネスモデルの開発が必要

とされるとともに、デジタル化資料の提供に係る環境整備のための関係者間にお

ける協議の場等を文化庁が設置することや、事業化に意欲のある関係者による有

償配信サービスの限定的、実験的な事業の実施なども検討することが必要である。 

３．公立図書館等の役割について 

○ 公立図書館等の役割については、公立図書館等が担うべき役割を踏まえた上

で、各公立図書館等におけるデジタル・アーカイブの整備やデジタル・ネット

ワークを活用したサービスの実施については国会図書館が実施する事業や民

間における電子書籍関連サービスとの調和が保たれるよう留意をして進める

ことが重要であるとの認識のもと、以下の検討が行われた。 

○ 公立図書館等は公共性の高い社会教育機関であり、地域社会の様々な問題解決、

知的創造活動への貢献や障害者等の情報に係るアクセシビリティの向上などそ

の使命を果たすため、所蔵資料のデジタル・アーカイブ化やデジタル・ネットワ

ークを活用したサービスの提供を促進することは意義があると思われる。 

○ 現在、公立図書館等が自ら所蔵する地域の歴史的な資料等をデジタル・アーカ

イブ化し提供する場合や、民間事業者との契約に基づいた上で当該事業者が提供

する電子書籍サービスを図書館において利用させる場合など様々なサービスが

実施、検討されている。これらのサービスの実施等については公立図書館等が果

たす役割等を踏まえた上で、各館等の判断、運用にゆだねられるべきである。 
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○ 出版物の中には、純文学や学術関係の出版物のように公立図書館等が実際に購

入することで買い支えられている出版物も存在しており、こうした出版物は我が

国の出版文化の豊かさの維持、発展に大きな役割を果たしているとともに、国民

全体の知的水準の向上や、多様性豊かな文化の維持、発展にも重要な役割を果た

している。こうした点を踏まえ、公立図書館等は知の集積と情報発信の地域拠点

としての役割を担っているという点にかんがみ、引き続き、地域の実情に応じて

公立図書館等に係る整備が図られることや、各館の特色を踏まえつつ、多様で豊

かな出版物の収集に努めていくことが重要である。 

○ なお、公立図書館等における電子書籍の利活用の促進は、電子書籍市場と相互

補完的に機能するべきものであり、今後の電子書籍市場の形成、発展に係る状

況も見ながら、両者が競合することなく発展していくことを目的とした関係者

間の協議を促す場等を文化庁が設置することや、必要に応じ、サービスの実施

等に意欲のある関係者によるモデル事業の実施なども検討することが必要であ

ると考えられる。 

４.まとめ 

○ デジタル・ネットワーク社会の進展に伴い、広く国民が出版物にアクセスでき

る環境の整備が求められる中、図書館が果たすべき役割は更に重要になっている

ところであるが、この点については、特に所蔵資料のデジタル化を積極的に進め

ている国会図書館の果たす役割が重要である。 

○ 上記の点については、国会図書館のデジタル化資料を活用したサービスの更な

る実施が求められているところであり、本検討会議においては特に「送信サービ

ス」や「本文検索サービス」の実施について意見の一致がみられたところである。

特に「送信サービス」の実施については国民の「知のアクセス」の向上にとって

意義深いものであり、制度面の整備も含めた早期の実現が期待されるものである。 

○ さらに、こうした取組の着実な実現のためには、文部科学省をはじめとした関

係省庁や電子書籍に係る事業者等の関係者の積極的な関与が重要であり、様々な

課題の解決に向け関係省庁等が効果的に連携を取り合った上で、官民一体となっ

て事業化に意欲のある関係者による有償配信サービスの実験的な事業などの必

要に応じた取組を実施していくことが重要である。 
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第２章 検討事項②「出版物の権利処理の円滑化に関する事項」 

 

１．基本的な考え方 

○ デジタル・ネットワーク社会における出版物の円滑かつ安定的な生産と流通に

よる知の拡大再生産の実現のためには、出版物に係る権利処理の円滑化が重要な

課題となっている。 

○ この点、市場に流通している出版物に係る権利処理については、当該出版物を

発行している出版者が著作権者等に係る情報を把握している場合が多く、権利処

理の窓口としての役割を一定程度果たすことが期待される。 

○ 一方、市場で流通していない出版物は、著作権者等に係る情報整備が行われて

いない場合が多く、特に、いわゆる「孤児作品」については、利用者が当該情報

に対するアクセスを行うことは困難であるため、何らかの対応が必要である。 

○ 以上のことから、出版物の流通の状況や、権利処理に必要となる情報の整備状

況の相違に応じて、出版物に係る権利処理の円滑化を図るための方策について検

討を行うことが必要である。 

２．出版物の権利処理の円滑化を図るための方策の必要性について 

○ 出版物の権利処理の円滑化を図るための方策について、具体的な在り方を検討

するにあたっては、当該権利処理の実情を踏まえた検討を行うことが重要である。 

○ このため、具体的な出版物の権利処理の円滑化のための方策を検討するにあた

り、他の著作物等に係る同趣旨の方策を参照することは有益であるとの視点のも

と、代表的な既存の取組について内容の把握を行った。6 

○ また、現状、一定の出版物については出版者等が権利処理の窓口としての役割

を果たしており、こうした状況を阻害することとならないよう留意することが重

要であるため、まずは当該方策の必要性について検討することが重要である。 

 

 

 

                                                   
6 把握された内容の詳細については、章末（21 頁～24 頁）の参考資料を参照。 
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○ 以上のことから、本検討会議においては、「１．基本的な考え方」に基づき、

出版物全体を［１］市場で流通している出版物と、［２］いわゆる「孤児作品」

等の権利処理が困難となることが想定される出版物とに区分をした上で、権利処

理の円滑化を図るための方策の必要性について検討を行った。 

 

[１]市場で流通している出版物 

○ 市場で流通している出版物については、発行後、相当期間を経過しているもの

もあるが、現に出版者等による商業的利用が行われているため、一般的に出版者

等が当該出版物に係る権利情報を把握していることが想定される。このことから、

出版物の二次利用を望む主体は、出版者等に対して、その旨申し込むことで権利

処理に係る調整を行うことができるものと考えられる。 

○ しかしながら、今後の電子書籍市場の更なる進展の中、既存の著作者、出版者

だけではなく、新たに電子書籍ビジネスに参入しようとする配信事業者等の多様

な主体が独自のビジネス展開を行うため、出版物の二次的な利用が求められる機

会が増えるものと考えられる。 

○ このように、現時点では、出版者等が個々の著作物の利用にあたり窓口機能を

果たすことで、円滑な権利処理が一定程度進められるものと考えられるが、更な

る出版物の利用の促進の観点から、権利処理の円滑化のための具体的な方策の必

要性について検討を行った。 

 

（１）著作権の集中的管理の必要性 

○ 現在、市場に流通している出版物については、出版者等が、権利処理に係る窓

口的な機能を果たしているとともに、権利者団体や著作権等管理事業者の取組に

より、利用者が権利処理に必要な情報を入手することや、利用の許諾を得ること

が可能であると考えられ、一定程度の円滑な権利処理が実現されているものと考

えられる。 

○ また、出版者等の立場からすれば、契約等に必要な｢情報｣を管理・把握できて

いれば出版をすることは可能であり、自らが積極的に「権利の管理」を実施する

メリットが存在しないものと考えられる。 

○ さらに、新たに「権利」を管理する機関を設立し出版に係る権利処理を集中化

することは、これまで培ってきた著作者と出版者との関係に影響を与える可能性

や、出版活動における多様性が失われる可能性もあるものと考えられる。 
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○ この他にも、私権である著作権を集中的に管理するためには、権利者の同意が

必要であり、その管理のためには多大な労力が必要であるとともに、実際に権利

管理を行う機関を運営するための財政的な基盤も必要である。 

○ こうした状況を踏まえると、今後、権利の集中的管理を実施することについて

は、今後の電子書籍市場の動向や様々な関係者の要望状況等を見据えた上で、そ

の必要性に応じて、慎重に対応するべきである。 

（２）「権利処理を円滑に行うための仕組み」の必要性 

○ 電子書籍市場の更なる発展のためには、人的、物的に制約のある中小出版者や、

新たに電子書籍ビジネスに参入しようとする配信事業者など多様な主体が独自

のビジネス展開を行うことが可能となるような環境整備が必要となるところで

あり、このためには、「権利処理を円滑に行うための仕組み」を整備することが

必要である。 

○ この点については、例えば、出版物に関する情報を集中的に管理するための取

組や、電子書籍の製作から配信の各過程における権利処理の円滑化を目的とした

集中的な窓口機能に係る仕組みが構築されることなどが想定される。 

○ 一方で、あらかじめ著作者が何らかの仕方により著作物の利用に係る条件を明

示的に示すことで、著作者の許諾を事前に得なくとも当該条件に従った著作物の

利用が可能となるような仕組みを構築することも権利処理の円滑化に資するも

のであると考えられる。 

○ こうした中、具体的な仕組みの在り方を定めるためには、出版者や配信事業者

等を含んだ民間事業者による協議会等において電子書籍ビジネスの動向を踏ま

えた上で、その実態に応じた在り方が検討されることが重要である。 

［２］いわゆる「孤児作品」等の権利処理が困難となることが想定される出版物 

○ 「孤児作品」については権利者が不明であるため、その権利処理が困難となる

ことが想定される。また、絶版などにより、市場に流通していない出版物につい

ては、権利者が把握できるような作品であっても、その連絡先等が不明である場

合などの権利処理が困難な事態が想定される。これらの作品については、権利の

集中管理はその性質上極めて困難である。 
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○ こうした事態については、著作権法における「裁定制度」の活用等により個別

的な対応が行われているところであるが、何らかの「権利処理を円滑に行うため

の仕組み」が整備されることにより当該処理の円滑化が進むことになれば、孤児

作品等についても利用が可能となり、様々なビジネスや公共サービスにおける活

用が促進されることが想定されるところであることから、その重要性は高いもの

であるといえる。 

      

３．権利処理を円滑に行うための仕組みの具体的な在り方について 

○ ２．にあるように何らかの「権利処理を円滑に行うための仕組み」は、特に、

いわゆる孤児作品等の権利処理が困難となる出版物に係る対応の観点から、その

必要性は高いものと考えられる。具体的な権利処理を円滑に行うための仕組みと

して、以下の取組が本検討会議において示された。 

 

［１］出版物に関する情報を集中的に管理する取組 

○ 出版物の電子書籍としての流通を含めた二次利用の促進にあたっては、利用主

体が権利者の所在に係る情報等を入手することで、権利処理を進めることが可能

となるため、｢情報｣の集中的な管理が進むことは有益である。 

○ 「情報」の集中的な管理は、現状では権利者団体や個々の出版者等において行

われているところであるが、今後の更なる出版物の流通の促進にあたり、いわゆ

る孤児作品を含めたより広範囲の出版物を情報管理の対象とするべきである。 

○ 具体的に管理されるべき「情報」の内容としては、書誌情報のように既に一定

程度の管理、整備が進んでいるものから権利者の所在情報まで様々な事項が想定

される。この点については、権利処理を行うにあたり、実務上必要とされる情報

が網羅的に包含されることが重要である。 

○ なお、具体的な取組の実施にあたっては、既に出版物に関する情報（作品名、

著作者名、発行出版者名、出版年月日等）が一定程度整備されている国会図書館

や出版者が保有するデータベースの活用を念頭に置くことが重要である。 

○ この他にも、総務省で昨年度実施された事業である「次世代書誌情報の共通化

に向けた環境整備」などの取組との関係にも留意しつつ、出版者等の情報の管理、

整備に必要不可欠となる主体の参加を促すような仕組みの構築を目指すことが

重要である。 
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［２］権利処理の窓口的な機能を果たす取組 

○ 電子書籍としての流通を含めた出版物の流通と利用の促進にあたり、権利処理

の円滑化を図るためには、一般的に、当該処理の窓口を集中化することが有効で

ある。 

○ この点、市場で流通している出版物については、出版者等が個々に窓口的な役

割を果たしているところであるが、今後、配信事業者等の多様な主体が独自の電

子書籍ビジネスなどを展開する際の権利処理の更なる円滑化が求められること

から、市場で流通している出版物についても窓口機能の集中化が求められるもの

と考えられる。 

○ 上記の場合に求められる具体的な役割としては、出版物に関する情報の提供の

みではなく、利用に係る申請の取次や、当該申請の可否等の申請者への連絡、当

該利用の料金の徴収及び権利者等への分配などの機能を有することが必要であ

る。 

○ さらに、不明権利者の探索や、裁定制度を利用するまでの手続きの代行などを

行うことも権利処理の円滑化には重要な役割を果たすことが想定され、権利処理

の窓口的な機能を果たす取組は、このような機能を併せ持つことも重要である。 

 

［３］権利処理に係る紛争の処理に資するような取組 

○ いわゆる孤児作品等は、その権利者等について探索したとしても、権利者に係

る情報が得られる可能性は低く、結果的に権利処理が困難となる事態が想定され

る。 

○ こうした事態における権利処理については、「裁定制度」のみに頼るのではな

く、事前に何らかの担保を条件として著作物を利用できることとし、さらにその

後における紛争が生じた場合への対応が可能となるような取組を実施すること

が考えられる。 

○ 上記の取組は、紛争が生じることを前提とするものではなく、正規の手続きを

踏むことを前提とした上で、事後的な対応を可能とするためのものであり、具体

的な仕組みとしては、例えば、紛争が生じてしまった場合における円滑な処理を

図るため、出版物の利用に係る対価を積み立てておくような機能を持つことにつ

いて、考慮されることが重要である。 
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○ また、出版物の二次利用に係る契約の多くがビジネスにおける利用を目的とし

て、結ばれるものであることを踏まえると、このような取組は、権利者や民間事

業者等の関係者のイニシアティヴの下で実施されることが適当である。 

○ なお、実際に取組を実施する際には、権利者や出版者等の了解を前提とするこ

とが必要であるとともに、こうした取組の存在が「著作物の利用に際しては、著

作権者の許諾を得ることが必要である」といった根本的な原則に影響を与えるこ

とがないようにすることが必要である。この他にも法的なリスクの存在等につい

ても整理することも必要である。 

４．まとめ 

○ 本検討会議においては、出版物の権利処理の円滑化に関して、「権利処理を円

滑に行うための仕組み」の必要性に関する意見や、その具体的な取組の在り方に

係る提案が示された。 

○ こうした取組の実施にあたっては、出版者等により流通と利用が進められてい

る現状を阻害しないように留意することが重要であるとともに、今後の電子書籍

ビジネスの動向を踏まえた対応が求められるところである。 

○ また、具体的な取組の実施にあたっては、各取組について、①法的な整理に係

る問題、②実施にあたっての費用負担に係る問題などの整理、解決すべき問題が

存在しており、こうした問題について、取組の実現の適否を含め、権利者や出版

者だけではなく、新たに出版物の利用を行うことが想定される主体（配信事業者、

アマチュアの創作者等）を含めた関係者による協議が実施されることが重要であ

る。  

○ なお、こうした取組の実現のためには、文部科学省をはじめとした関係府省の

積極的な関与が重要であり、実現にあたっての様々な課題の解決に向け、関係府

省が連携を図った上で支援を行うことが重要である。 
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参考資料 主な既存の著作物等に係る「権利の集中管理」の取組について（概要） 

 

１．著作権等管理事業法に基づき事業を実施している例 

（１）著作物に係る権利を集中管理している例 

ア．一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC） 

【業務】音楽の著作物に係る演奏権、録音権、貸与権、出版権等の管理 

【権利者との契約関係】作詞家、作曲家、音楽出版者等との、著作権管理に係る信

託契約 

【構成】JASRAC に入会した権利者（作詞家（約１，５００名）、作曲家（約１，

２００名）、音楽出版者（約８００者）等） 

【権利委託者数】約１５，３００名（平成２２年３月時点） 

【管理著作物数】約３１９百万点（平成２２年３月時点） 

【使用料徴収額】約１０９，４６４百万円（平成２１年度） 

 

利用申込

許諾

譲渡 信託契約

使用料支払、

分配 分配 利用曲目報告

作
詞
家
・
作
曲
家

J
A
S
R
A
C

利
用
者

音
楽
出
版
者

信託契約

分配

 

 

イ．公益社団法人日本文藝家協会（文藝家協会） 

【業務】文藝作品等言語の著作物及びその二次的著作物に係る複製権等の管理 

【権利者との契約関係】著作権管理に係る委託契約 

【構成】文藝家である会員、著作権継承者である準会員、その他 

【権利委託者数】約３，５００名（平成２３年４月時点） 

【許諾件数】約４８，０００件（平成２２年度） 

【使用料徴収額】約５７９百万円（平成２２年度） 

 

利用申込

許諾

使用料支払

利
用
者

著
作
権
者

日
本
文
藝
家
協
会

権利委託

分配
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（２） 著作物の利用に係る権利を集中管理している例 

  ア．社団法人日本複写権センター（JRRC） 

【業務】出版物の紙面からの複写に係る権利の管理 

【権利者との契約関係】複写等に関する権利の管理に係る委託契約 

【構成】著作者団体連合、学術著作権協会、出版者著作権管理機構、新聞著作権協 

議会 

【管理著作物数】（平成２３年３月時点） 

 定期刊行物（新聞、学会誌含む）：約３，６００点 

 単行本：約７９，３００点 

 著作者団体連合に所属する約１３，１００名の著作者の全著作物 

【使用料徴収額】約１９１百万円（平成２１年度） 

 

権利委託 権利委託 権利委託

分配 分配 分配

譲渡 権利委託 権利委託

許諾

分配 分配

権利委託 権利委託 使用料支払

分配 分配

権利委託 権利委託

分配 分配

新聞著作権協議会

著
作
者

出
版
者

学
協
会

出版者
著作権
管理機
構

学術著
作権協
会

著作者団体連合

J
R
R
C

複写申込

利
用
者

 

 

 イ．一般社団法人出版物貸与権管理センター（RRAC） 

【業務】出版物の貸与に係る権利の管理 

【権利者との契約関係】出版物の貸与に関する権利に係る委託契約 

【構成】著作者・出版者の計１２団体 

【管理著作物数】約９２，６００点（平成２３年５月時点） 

【許諾件数】約６３０万件（平成２２年度） 

【使用料徴収額】約１，５８０百万円（平成２２年度） 

 

権利委託 権利委託 利用申込

許諾

分配 分配 使用料支払

商品供給

著
作
権
者

RRAC
レ
ン
タ
ル
店

出
版
者
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２．著作物等に係る情報の管理を行う事業を実施している例 

  ア．一般社団法人著作権情報集中処理機構（CDC） 

【業務】 

 音楽に係る著作権等管理事業者（JASRAC、e-License、JRC、ダイキサウン

ド）が管理する楽曲情報の管理 

 利用者から一定期間ごとに受けた利用曲目報告の、各管理事業者が保有する

楽曲に応じた整理及び整理した利用曲目報告の管理事業者への取次 

【構成】利用者及び権利者団体 

【サービスの登録利用者数】音楽配信事業者２６事業者（うち８事業者は試行段階） 

（平成２３年４月時点） 

【利用曲目報告件数】約７，６００万件（平成２３年１月～３月）（音楽配信業界全

体のコンテンツ利用件数の約４０％） 

 

（著作権等管理事業者）

JASRAC

e-License 管理楽曲情報提供

JRC

ダイキサウンド 利用曲目報告（各管理事業者ごとに整理） 全利用曲目報告

音
楽
配
信
事
業
者

使用料支払

権利情報提供

C
D
C

許諾

利用申込

 

 

イ．著作権問題を考える創作者団体協議会 

【業務】文藝作品、音楽等の著作者に係る情報（所属団体、権利委託団体等の情報） 

の管理（ポータルサイト） 

【構成】文藝家協会等、１７の権利者団体 

  【ホームページアクセス件数】約１，７００件（平成２２年５月２日～平成２３年 

５月１日） 

権利者情報
検索

権利者情報

権
利
者
団
体

利
用
者

ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト

利用申込

許諾
・

使用料支払
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３．複数団体の窓口、不明権利者の探索を行う事業を実施している例 

ア．一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構（aRma） 

【業務】 

 放送番組の二次利用（送信可能化等）に係る許諾申請の窓口業務（①利用申

込の各団体への取次及び②各団体からの許諾申請に対する回答の利用者への

報告） 

 連絡先等が不明な（放送番組における）実演家（著作隣接権者）の捜索 

【構成】社団法人音楽事業者協会（音事協）、社団法人日本芸能実演家団体協議会（芸

団協）、一般社団法人日本音楽制作者連盟（音制連） 

【許諾申請取次件数】約２８０件（約３０，０００人）（平成２２年７月～平成２３

年５月） 

  【不明権利者捜索業務利用件数】１件（平成２３年４月～５月） 

利用料支払

利用申込

分配

権
利
者

利
用
者

（
放
送
局

）

　

a

R

m

a

音
事
協

権利委託

許
諾分配

権
利
者

利
用
者

（
放
送
局

）

　

a

R

m

a

C

P

R

A

音
事
協

権
利
委
任
団
体

許
諾

許諾
権利委託 不明権利者探索依頼

探索結果回答

分配 分配 利用料支払

権利委託

権
利
者

利
用
者

（
放
送
局

）

　

a

R

m

a

C

P

R

A

権
利
委
任
団
体

許諾

 

 

（以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

第３章 検討事項③「出版者への権利付与に関する事項」 

１．基本的な考え方等 

［１］基本的な考え方 

○ 電子書籍としての流通をはじめとした社会のデジタル化・ネットワーク化の進

展に伴う出版物の多様な利用が想定される中、その円滑な流通と利用の促進が図

られることが重要であることから、「出版者への権利付与」の可否を判断するた

めには、当該付与がこうした観点からどのように評価されるかについて検討する

ことが必要である。 

○ 上記の検討を行うためには、「出版者への権利付与」をめぐる状況の正確な把

握が必要であり、この点、出版契約の実態、当該権利付与が電子書籍を含む出版

物の流通過程に与える影響及び各国の出版者に係る法制度の動向等について把

握することが重要である。 

○ 以上の点を踏まえ、本検討会議においては、諸外国の出版者の権利に係る法制

度についての調査や出版者に対するヒアリングを行うことにより、「出版者への

権利付与」をめぐる状況の正確な把握に努めた上で、当該権利付与について検討

を行なった。 

［２］「出版者への権利付与」をめぐる現状について  

○ 本検討会議では、「諸外国の著作権法等における出版者の権利及び出版契約に

関連した契約規定に関する調査研究」の結果や出版者の権利付与に係る具体的な

見解を聴取することにより、現状を把握することに努めてきた。今回、本検討会

議において把握された現状の概要は以下のとおりである。 
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【諸外国の状況について7】 

（１）諸外国の法制度に係る状況について 

（出版物の発行に係る独自の権利が認められている事例）  

○ イギリスにおいては、文芸等の著作物の「発行された版」の「複製」や「公衆

への配布」に係る権利が当該版の発行者に認められている。この点、「発行され

た版」についての写真複製やスキャンニングによる複製については権利がはたら

くが、打ち込み（タイピング）による複製については、権利がはたらかないもの

と解されている。 

○ オーストラリアにおいては、文芸等の著作物の「発行された版」の「複製」に

係る権利が当該版を発行した者に認められている。具体的には、「発行された版」

の複写による「複製」についての権利が認められている。 

 

○ イギリス、イタリア、スペイン、フランス、ドイツにおいては、未発行の著作

物を保護期間消滅後において発行した者に対する権利が認められている。対象と

なる著作物は文芸や、演劇、映画等であり、出版物を発行した場合にも対象とな

るものと解される。具体的に認められる権利は著作物の場合と同様であるが、モ

ラルライツは有しないものとされている。 

 

（排他的な利用許諾を受けた主体に訴権が認められる事例） 

○ アメリカ、イギリス、オーストラリアにおいては、著作権法において、著作物

の利用に係る排他的な許諾を受けた主体に対して、権利侵害者に対する訴訟を提

起することが認められている。 

（２）諸外国の出版契約に係る実態について 

○ 一般的に諸外国（アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイ

ン）における出版契約の際には、著作者から出版者への著作権の譲渡（二次利用

に係る権利も含む）が行われる場合が多い。 

 

 

 

 

 

                                                   
7 （１）諸外国の法制度に係る状況については、「諸外国の著作権法等における出版者の権利及び出

版契約に関連した契約規定に関する調査研究報告書」に基づき記載。 
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【国内の出版契約に係る実態について】 

（１）紙媒体における出版に係る契約の状況について 

○ 国内における出版契約の場合には、出版権設定契約または出版許諾契約（二次

利用に関しては優先権、窓口権）を結ぶ場合が多い。一方、著作権者の意向等も

あり、諸外国のように著作権の譲渡を内容とした契約が結ばれる事例は尐ない。 

○ 紙面等による契約書を作成しない事例（口頭における契約）も尐なからず存在

している。 

（２）電子書籍に係る契約の状況について 

○ 電子書籍に係る出版契約の場合には、紙媒体における出版契約を締結する際に、

あわせて電子書籍に係る契約を結ぶ事例が多いのが現状であるが、独自に電子書

籍に係る契約を結ぶ事例も出てきている。 

【出版物に係る権利侵害行為に関する状況について】 

○ 海外を中心に、多くの悪質な侵害サイトが存在しており、短時間の侵害行為で

あっても被害は甚大となってしまうことから、著作者が個々に当該行為に対応す

ることは困難な状況であると考えられる。 

○ 侵害者の多くが個人であるため、損害賠償を請求しても実際に十分な賠償がな

されることは期待できず、この点からも迅速な対応が求められる。 

○ 著作者、出版者等は著作権侵害の被害（利益の逸失と市場の喪失）と違法出版

物に係る検索、削除、訴訟等の侵害対策のコストによる負担を強いられている。 

【出版者から示された権利付与に係る要望について】 

○ 本検討会議においては、「出版者への権利付与」の必要性等について、出版者

から以下のような見解が示された。8 

 

 

 

 

 

                                                   
8 日本書籍出版協会からの提出資料（第 10 会検討会議配付資料）より抜粋。 
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（権利付与の必要性について） 

○ 出版者への権利付与によって、著作物の複合体である出版物の権利処理におい

ては、著作者の意向を正確に反映した出版者に主体的な権利処理を行うインセン

ティブが与えられ、出版物のより円滑な流通が可能になり、著作者の利益につな

がる。 

○ 個々の著作者が対応せざるを得なかった権利侵害についても、出版者が自ら迅

速かつ実効性のある実質的な対応ができるようになり、結果として著作者の権利

保護に寄与する。 

○ 出版者の投資回収の保護を図ることで、より積極的な投資を誘導し、電子書籍

販売の伸張等、出版コンテンツの豊富な流通が実現できる。その結果、著作者の

創作基盤が安定し、知の拡大再生産が実現していく。 

（付与されるべき権利の内容について） 

 

 

 

 

 

 

 

２．「出版者への権利付与」の意義、必要性について 

【「出版者への権利付与」と電子書籍の流通と利用の円滑化について】 

○ 「出版者への権利付与」の可否について判断を行うためには、当該権利付与が

電子書籍の流通と利用の円滑化の観点からどのように評価をされるのか（「出版

者への権利付与」の意義、必要性）が重要であり、この点、当該権利付与が電子

書籍の流通と利用の円滑化に与える影響を見極めることが必要となる。 

○ この点、１．[２]で示された「出版者への権利付与」をめぐる現状を踏まえた

上で、今後の電子書籍市場の発展のための主要な要件として想定される「電子書

籍の流通と利用の促進」と「出版物に係る権利侵害への対応」の２つの観点から

「出版者への権利付与」がどのように評価されるかが重要であり、本検討会議で

はこうした点を中心として検討が進められた。 

保護の対象 ：発行された出版物、当該出版物の制作のために生成されたデータ

及び当該出版物から派生したデータ。 

保護の享受者：上記出版物を発意と責任をもって発行した者。 

保護の始期 ：当該出版物が発行されたとき。 

権利の範囲 ：複製権、譲渡権、貸与権、公衆送信権（送信可能化を含む）。 
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○ なお、昨今、出版物に係る権利侵害の状況については、その深刻さを増してお

り、早急に何らかの対応を図ることが必要であることから、権利付与の可否を巡

る検討と併せて、権利付与以外の対応方法についても検討することが必要との認

識の下に検討が進められた。 

［１］「電子書籍の流通と利用の促進」について 

【権利付与に対して積極的な意見】 

○ 出版者や一部の著作者から、権利付与のもたらす影響について、積極的な意見

が示されている。この点、具体的な意見の概要は以下のとおりである。 

  権利付与が実現されることで、出版者による出版物に係る権利情報の管理

や、集中的な権利処理に係る体制整備のための取組が進められるなど、出版

物に係る権利処理の進展につながる。 

  また、権利付与により出版者による出版物への投資に対する回収が図られ

ることとなり、電子書籍ビジネスに係る長期的なプランの策定及び投資スキ

ームの構築などを含め、出版者による電子書籍ビジネスの更なる進出が促進

される。 

【更なる検討を要するとする意見】 

○ 一方、出版者や一部の著作者以外の構成員からは権利付与の必要性を否定する

意見は示されていないものの、権利付与が電子書籍市場に与える全般的な影響に

ついては、更なる検証、検討が必要であるとの意見があった。この点、具体的な

意見の概要は以下のとおりである。 

  出版者が権利を持つことは新たに権利者が増えることであり、円滑な出版

物の利用や権利処理に対する懸念を生じさせるものであるとともに、独自に

電子書籍の製作を進めている中小事業者等の新しいプレーヤーの電子書籍市

場への進出を阻む可能性も含んでおり、既存の流通体制の温存につながりか

ねないものである。 

  また、「出版者への権利付与」の具体的な在り方を判断するにあたっては、

当該権利付与が持つ実態面の影響の大きさにかんがみ、電子書籍市場の規模

の拡大に与える影響等の当該市場全般に対する経済的、社会的な影響に対す

る検証を行うことが必要である。 
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  上記の他にも、「出版者への権利付与」による影響は社会の広範に及ぶもの

であると考えられ、今般、本検討会議に参加している主体の他にも、電子書

籍の製作や流通に係る中小事業者や配信事業者、一般の電子書籍サービスの

利用者（読者）の意見を踏まえた上で結論を出すことが重要である。 

［２］「出版物に係る権利侵害への対応」について 

【基本的な認識】 

○ 「出版物に係る権利侵害」については、前にも示されているように、今般その

深刻さを増しており、早急な対応が求められている。この点、特にインターネッ

ト上における侵害が顕著であり、侵害規模の拡大や侵害態様の多様化が見られる

中、各著作者による個人的な行動によっては、十分な対応を図ることが困難な状

況である。 

○ こうした状況の中で、出版者が中心となり侵害対応を図ることは有効な対応方

策であると考えられ、このための環境整備として「出版者への権利付与」を含め

た種々の方策について検討が進められた。 

○ 侵害対応のための具体的な方策については、権利侵害の対抗措置として十分か

つ確実な効果を有することが求められるが、「出版者への権利付与」を含めた新

たな制度の創設にあたっては、相応の手続きを要するものであり、早急な実施が

可能である現行制度内での対応方策を講じることも重要であるとの認識のもと

に検討が進められた。 

【具体的な権利侵害への対応方策について】 

○ 上記の基本的な認識に基づき、各構成員からは「出版者への権利付与」を含め、

対応方策として以下のものが示された。この点、出版者が主体的に侵害対応を図

ることができるための何らかの措置の必要性については、概ね意見の一致が見ら

れた。 

○ しかしながら、具体的な対応方策の在り方については、今回示された各方策の

メリット・デメリットや実現可能性について十分な検証が行われているわけでは

なく、「出版者への権利付与」に係る具体的な検証を含めて、引き続き検討が進

められていくべきとの声が大半であった。また、併せて、現行制度内での対応の

促進も図るべきであるとする意見も見られた。 
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○ 上記の点について、各方策に係る具体的な内容及び各方策について示された意

見については以下のとおりである。 

（１）出版者への権利付与 

○ 出版者への権利付与により、出版者は独自に侵害行為に対する差止め請求等を

行うことが可能となり、出版者が中心となった侵害対応は十分に実現されるもの

であると考えられる。 

 

○ 一方、具体的な制度設計にあたり、保護される「対象」や出版者に認められる

べき具体的な「権利」等の事項について検討することが必要となるとともに、現

時点では大半の諸外国において、出版者に対して著作隣接権など独自の権利は付

与されていないため、海外における侵害への対応への実効性については、検討が

必要である。 

 

○ また、権利侵害への対応方策という観点のみから、著作隣接権の付与を行うこ

とについては慎重になるべきとの意見もあり、当該権利の付与が持つ権利侵害へ

の対応に係る効果以外の点についても十分に考慮に入れた上で、その可否につい

て判断を行うべきであるとの意見が示された。 

 

（２）現行制度における対応 

① 債権者代位権の行使による対応 

○ 出版契約において、出版者に著作物の独占的な利用が認められているとともに、

一定の条件が満たされているのであれば、当該出版者は権利侵害者に対し差止め

請求を行うことが可能であるとする見解が、学説上は多く示されている。 

 

○ しかしながら、債権者代位権による差止め請求ついては、著作者（権利者）と

の調整が必要となることや、差止め請求に係る実績上の観点からは不安が残る状

況であり、実際の運用は困難であるとの意見が示された。 

② 著作権の（一部）譲渡等による対応 

○ 出版契約において、出版者に対する著作権の（一部）譲渡や著作権の共有が定

められるのであれば、出版者はもともと著作権者が有している権利と同様の権利

を持つこととなり、独自に侵害対応を図ることが可能となる。 
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○ 一方、我が国におけるこれまでの出版契約において、出版者に対して著作権の

譲渡等がなされている事例は尐ないと考えられるが、こうした実態は著作者が著

作権の譲渡等について消極的であることが一因であると考えられるとともに、当

該実態を変えることは適当ではないとの意見があった。 

 

○ この点、昨今の違法出版物に対する迅速な対応が求められている状況を踏まえ、

著作者の利益を不当に害しない態様（例えば、期限等の条件付き譲渡等）におけ

る譲渡契約等を結ぶことを試みることも重要ではないかとの意見もあった。 

 

③ 他の制度（著作権法以外）に基づく対応 

○ 違法出版物への対抗措置としては、必ずしも著作権法に基づいた対応に限られ

るものではなく、いわゆる「プロバイダ責任制限法9」に基づく発信者情報開示

請求を活用した対応など、現時点において整備されている種々の制度的な枠組み

を活用した上で、侵害対応を図ることは重要であると考えられる。 

 

○ この点、本検討会議においては、日本書籍出版協会などがいわゆる「プロバイ

ダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」10の定める「著作権関係信頼性確認団

体」となることで、違法にアップロードされた出版物に対して、著作権者と協力

をし、削除要請を行うことなどが指摘されたが、同協議会に参加していないプロ

バイダ等への削除要請については、実際の削除に結び付かない可能性があるとの

意見も示された。 

 

（３）著作権法の改正による対応（「出版者への権利付与」以外） 

④ 「出版権の規定」の改正による対応 

○ 現在、著作物を「文書、図画として出版する」ための「出版権」を設定するこ

とが可能であるが、一方で、電子書籍に係る出版契約に対して適用されるもので

はないと一般的に解されている。 

 

 

 

                                                   
9 正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」

（平成 13 年法律第 137 号） 
10 「特定電気通信役提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の運用におい

て、電気通信事業者等が特定電気通信（ウェブページ等）における情報の流通による権利侵害に適切

かつ迅速に対処することができるよう、ガイドラインの検討等を行うため、プロバイダの団体、著作

権関係の団体、インターネット関係の団体を構成員とし、学識経験者、法律の実務家、海外の著作権

関係団体等をオブザーバとして 2002 年２月に設立された。 
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○ 仮に、「出版権」が電子書籍まで適用されるようになった場合、当該権利を定

めた出版契約の当事者であれば、「出版権者」が権利侵害に対して独自に差止め

請求等を行うことができるようになり、侵害への対応方策として有効であると考

えられる。 

 

○ この点、具体の制度改正を行うにあたっては、「電子書籍」の定義などについ

て整理することが必要となるが、特に「電子書籍」として認められる著作物の範

囲等に係る整理については、今後展開される電子書籍サービスの多様性等を踏ま

えた上で、実態に応じて整理することが求められるものである。 

 

⑤出版物に係る権利保全のための規定の創設による対応 

○ 著作権法第 118 条の規定を参考に著作物の発行者が、著作者にかわって権利侵

害への対応を図ることを可能とする規定を著作権法上に創設することも考えら

れるのではないかとの意見もあった。  

３.まとめ 

 

○ 本検討会議では、「出版者への権利付与」の意義やその必要性について、主に

「電子書籍の流通と利用の促進」の観点及び「出版物に係る権利侵害への対応」

の観点から検討を行ってきた。 

 

○ 「電子書籍の流通と利用の促進」については、「出版者への権利付与」が出版

物に係る権利処理の円滑化のための取組の実施を促すものであるなど、電子書籍

の流通と利用の促進に対して、一定の積極的な効果をもたらすとする意見があっ

た。 

なお、「出版者への権利付与」に対する否定的な見解は示されていないものの、 

電子書籍の製作、流通の実態に与える影響を含めた電子書籍市場への全般的な影

響に係る検証を十分に行うことが必要であるとの意見も示された。 

 

○ 「出版物に係る権利侵害への対応」の観点については、当該権利侵害は深刻な

状況であり、電子書籍市場の健全な発展のためには、何らかの措置を早急に図る

ことの必要性については意見が一致した。なお、具体的な対応方策については、

「出版者への権利付与」を含め、複数の選択肢が示されているところであり、そ

のメリット・デメリット等については十分に検討する必要性が確認された。 
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○  以上の点を踏まえると、「出版者への権利付与」を含む様々な対応について、

出版者等の関係者が中心となり、当該権利付与や他の制度改正が電子書籍市場に

与える全般的な影響について検証を行うことが求められる。なお、当該検証の実

施に際しては、文化庁等の関係府省が必要に応じた助言を行うなどの支援を行う

ことが重要である。 

 

○  同時に、「出版者への権利付与」、現行の制度における対応及び他の制度改正

に係る法制面における具体的な課題の整理等が必要であると考えられ、この点に

ついては、新たに専門的な検討を行うための場を設置するなど、文化庁が主体的

に取組を実施することが求められる。 

 

○  その上で、電子書籍市場の動向を注視しつつ、国民各層にわたる幅広い立場か

らの意見も踏まえ、「出版者への権利付与」等の具体的な在り方について、制度

的対応を含めて、官民一体となった早急な検討を行うことが適当であると考えら

れる。
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おわりに 

 

○ 本検討会議の検討事項①～③は、昨年 6月に公表された「デジタル・ネットワ

ーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会報告」を受け、デジタ

ル・ネットワーク社会における知の拡大再生産を図りつつ、出版物に対する国民

の広汎なアクセスを容易にする環境の整備と我が国の豊かな出版文化の次世代

への着実な継承を可能にすることが重要であるとの認識に立って整理し、設定さ

れたものである。 

 

○ 多くの関係者の参加を得て、毎回精力的な検討が行われた成果として、検討事

項①については、早期の制度改正を含めた対応の必要性について意見の一致が見

られた。検討事項②については、具体的な取組に向けた関係者間における更なる

検討の必要性が認識された。検討事項③については、出版者への権利付与の在り

方について、制度的対応を含め、早急な検討を行うことが必要とされた。 

 

○ 今般行われた検討においては、電子書籍市場の今後の展開が必ずしも明らかで

はない状況の下において行われたという制約等もあり、検討会議として具体的な

取組の方向性を打ち出すところまでは至っていないものも存在する。この点につ

いては、今後も、デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用を推進す

るという目標を見失うことなく、電子書籍市場の維持発展に及ぼす影響に留意し

ながら、著作者、出版者その他の関係者の合意形成を図りつつ検討が進められる

ことが必要である。
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「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の設置について 
 

平成２２年１１月１１日 

文部科学副大臣決 定 

 

１ 背景・目的 

○ 我が国における電子書籍の利活用の推進に向けた検討を行うため、平成２２年３月、「デ

ジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会（以下、「懇談会」）」

（総務省、文部科学省、経済産業省の三省合同開催）が設置され、同年６月に報告が取り

まとめられた。 

○ 当該報告においては、①「知の拡大再生産」の実現、②オープン型電子出版環境の実現、

③「知のインフラ」へのアクセス環境の整備、④利用者の安心、安全の確保、を実現して

いくための具体的施策が示されており、それぞれの取組については、関係者の参画を得た

上で、その合意を図りながら進めることが必要であるとされている。 

○ 上記を踏まえ、文部科学省として取り組むべき具体的な施策の実現に向けた検討を進め

ることを目的として、本検討会議を開催する。 

２ 名称 

 本検討会議は、「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」（以下「検討会議」と

いう。）と称する。 

３ 主な検討事項 

検討会議では、主に以下の事項について検討する。 

（1）デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項 

（2）出版物の権利処理の円滑化に関する事項                

（3）出版者への権利付与に関する事項 等 

４ 設置及び運営  

（1）検討会議は、副大臣決定による懇談会として設置する。 

（2）検討会議の構成員は、別紙のとおりとする。 

（3）検討会議には座長を置く。 

（4）座長は、検討会議構成員の互選により定める。 

（5）座長は、検討会議を招集し、主宰する。 

（6）検討会議は、必要に応じ、外部の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（7）検討会議は、原則公開とする。 

（8）その他、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が定めるところによる。 

５ 開催時期 

  検討会議は、平成 22 年 11 月から開催し、すみやかに一定の取りまとめを行う予定。 

６ 庶務 

  検討会議の庶務は、生涯学習政策局社会教育課の協力を得て、文化庁長官官房著作権課が

行う。 

付属資料１  
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「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」構成員名簿 

 

(敬称略、五十音順) 

糸賀
い と が

 雅児
ま さ る

 慶應義塾大学文学部教授 

大渕
おおぶち

 哲也
て つ や

 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

片寄
かたよせ

 聰
さとし

  株式会社小学館常務取締役 

金原
かねはら

 優
ゆう

  社団法人日本書籍出版協会副理事長、株式会社医学書院代表取締役社長 

里中
さとなか

満智子
ま ち こ

 マンガ家 

渋谷
し ぶ や

 達
たつ

紀
き

 東京都立大学名誉教授 

杉本
すぎもと

 重雄
し げ お

 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授 

瀬尾
せ お

 太一
た い ち

 写真家、一般社団法人日本写真著作権協会常務理事 

田中
た な か

 久徳
ひさのり

 国立国会図書館電子情報部電子情報企画課長 

常世田
と こ よ だ

 良
りょう

 社団法人日本図書館協会理事・事務局次長 

中村
なかむら

 伊
い

知
ち

哉
や

 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 

別所
べっしょ

 直
なお

哉
や

 ヤフー株式会社 CCO(ﾁｰﾌｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ)・法務本部長 

前田
ま え だ

 哲男
て つ お

   弁護士 

三田
み た

 誠
まさ

広
ひろ

 作家、公益社団法人日本文藝家協会副理事長 

 

（以上１４名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属資料２  
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電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議 検討経過 

 

第１回 平成 22 年 12 月 2 日 

・座長の選任等について 

・今後の進め方等について 

 

第 2 回 平成 22 年 12 月 17 日 

・デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項に 

ついて（図書館関係者からのヒアリング） 

 

第 3 回 平成 22 年 12 月 27 日 

・デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項に 

ついて（出版関係者からのヒアリング） 

 

第 4 回 平成 23 年 1 月 28 日 

 ・デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項に 

ついて 

 

第 5 回 平成 23 年 3 月 1 日 

・デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項に 

ついて（図書館関係者からのヒアリング等） 

 

第 6 回 平成 23 年 3 月 24 日 

・デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項に 

ついて 

 

第 7 回 平成 23 年 4 月 27 日 

・デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項に 

ついて（議論の整理について） 

 

第 8 回 平成 23 年 5 月 27 日 

 ・出版物の権利処理の円滑化に関する事項について 

 

第 9 回 平成 23 年 6 月 17 日 

 ・出版物の権利処理の円滑化に関する事項について（議論の整理について） 

 ・出版者への権利付与に関する事項について（検討の進め方等について） 

 

第 10 回 平成 23 年 7 月 11 日 

 ・出版者への権利付与に関する事項について（有識者、出版関係者からのヒアリング） 

 

 

 

付属資料３  
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第 11 回 平成 23 年 8 月 26 日 

・デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項に 

ついて 

 ・出版者への権利付与に関する事項について（出版関係者からのヒアリング等） 

 

第 12 回 平成 23 年 9 月 30 日 

 ・出版者への権利付与に関する事項について 

 

第 13 回 平成 23 年 11 月 16 日 

 ・出版者への権利付与に関する事項について（議論の整理について） 

 

第 14 回 平成 23 年 12 月 21 日 

 ・電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議報告（案）について 

 

（以上、計 14 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


